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ポーランド政治・経済・社会情勢 
（２０２１年１１月１８日～２０２１年１１月２４日） 

令和３年（２０２１年）１１月２６日 

H E A D L I N E S 

政治 
５０歳以上の者に対するワクチンのブースター接種に関する変更点 

新しい祝日の制定 

最新の世論調査結果 

新型コロナウイルス感染症第４波対策に関する超党派会合の実施 

欧州人権条約に関する憲法法廷の判決 

ダンニガン米国務次官補代理のポーランド訪問 

モラヴィエツキ首相とカーズィミー・イラク首相及びバルザニ・クルド自治政府首相との電話会談 

レンデルス欧州委員のポーランド訪問 

ドゥダ大統領とナウセーダ・リトアニア大統領との電話会談 

ドゥダ大統領の北マケドニア訪問 

ドゥダ大統領とマクロン仏大統領との電話会談 

ラウ外相とイラン外相との電話会談 

ヘインズ米国家情報長官のポーランド訪問 

欧州委による「法の支配コンディショナリティ」に関する書簡の発出 

モラヴィエツキ首相のバルト諸国訪問 

ラウ外相とマース独外相との電話会談 

ラウ外相のベラルーシに関するハイレベル会合出席 

ラウ外相のルーマニア訪問 

モラヴィエツキ首相のＶ４首脳会合への出席 

モラヴィエツキ首相のクロアチア訪問 

モラヴィエツキ首相の仏訪問 

モラヴィエツキ首相のスロベニア訪問 

ドゥダ大統領とゼレンスキー・ウクライナ大統領との電話会談 

ソロフ国家安全保障局長官とサリバン米大統領補佐官との電話会談 

 

【お
願
い
】３
か
月
以
上
滞
在
さ
れ
る
場
合
、
「在
留
届
」を
大
使
館
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
大
規
模
な
事
故
・災
害
等
が
発
生
し
た
場
合
、
所
在
確
認
・救
援
の
根
拠
と
な
り
ま
す
。 

問
合
せ
先:

大
使
館
領
事
部 

電
話
２
２ 

６
９
６ 

５
０
０
５ 

F
ax 

５
０
０
６ 

各
種
証
明
書
、
在
外
投
票
、
旅
券
、
戸
籍
・国
籍
関
係
の
届
出
に
つ
い
て
も
ど
う
ぞ
。 

治安等 
ベラルーシからの不法移民に関連する動向 

危険物が送付される事案が発生 

公安庁がロシア情報機関の協力者を拘束 

警察が中東出身の不法滞在者１４名を拘束 

 

経済 
下院、外国人法の改正案を採択 

ポーランドのＯＥＣＤ加盟２５周年記念イベント 

インフレ対策パッケージの検討 

経済専門家によるポーランドのＧＤＰ成長率予測 

ズロチ安の進行に対する反応 

ＰＫＰ・ＰＬＫ社の２０２２年の入札計画 

エネルギー移行基金の適応範囲について、気候・環境省と国有財産省が対立 

当地シンクタンクによる石炭過剰生産に関する見通し 

ポーランドの原子力発電所に用いるウラン燃料 

バイオガス・バイオメタン分野開発の協力協定に署名 
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大使館からのお知らせ 

長期滞在を目的にシェンゲン協定域内国に渡航する際の注意 

欧州でのテロ等に対する注意喚起 

「たびレジ」への登録のお願い 

新型コロナウイルス感染症に関する注意喚起 

マイナンバーカード取得のお願い 

年金受給者の現況届提出について 

大使館広報文化センター開館時間 

文化行事・大使館関連行事 

在ポーランド日本国大使館 
ul. Szwoleżerów ８、 ００-４６４ Warszawa Tel:+４８ ２２ ６９６ ５０００ http://www.pl.emb-japan.go.jp 

 

政    治 

５０歳以上の者に対するワクチンのブースター接種

に関する変更点【２２日】 

２２日、ニェジェルスキ保健大臣は、５０歳以上の

者を対象とした新型コロナワクチンのブースター接種

について、既定回数を接種した日からブースター接

種を受けるまでの期間を１か月短縮し、５か月にする

と発表した。同大臣は、どのような患者が入院してい

るかという観点から検討したと述べ、専門家によれ

ば入院患者がワクチン接種済みである場合、２回目

のワクチン接種から比較的時間が経っていることを

意味するため、５０歳以上の者に対するブースター

接種までの期間を６か月から５か月に短縮したと付

言した。 

 

新しい祝日の制定【２３日】 

２３日、ドゥダ大統領は、１２月２７日を新しい祝日

とする法案に署名した。同祝日は、１９１８年から１９

１９年にかけて行われ、最終的にポーランドがドイツ

に勝利を収めた大ポーランド蜂起を記念する日とな

る。ただし、国民の休日ではない。 

 

最新の世論調査結果【２３日】 

２３日付けで発表された世論調査機関ＩＢＲｉＳの政

党別支持率に関する世論調査結果によると、「法と

正義」（ＰｉＳ）が支持率３０％（先月比－６％）で引き

続き首位に立った。第２位の「市民連立」（ＫＯ）の支

持率は２１％（同－４％）、第３位の「ポーランド２０５０」

は１３％（同－１％）であった。第４位の「左派」は８％

（同－１％）、第５位の「同盟」は６％（同＋１％）、第６

位の「農民党」（ＰＳＬ）・「ポーランド連立」は５％（同

±０％）の支持率をそれぞれ得る結果となった。なお、

「わからない」と回答した者は１７％（同＋１０％）と

なった。 

 

新型コロナウイルス感染症第４波対策に関する超党

派会合の実施【２４日】 

２４日、ヴィテク下院議長は、各議会会派・グルー

プの代表を招き、新型コロナウイルス感染症第４波

対策に関する会合を実施した。同会合においては、

雇用者に対して被雇用者のワクチン接種の有無を

確認する権限を付与する法案などが議題となった。

同下院議長は、記者会見で、各会派・グループの提

案の中に採用できる共通点があると評価した。 

 

欧州人権条約に関する憲法法廷の判決【２４日】 

２４日、憲法法廷は、欧州人権条約の規定が欧州

人権裁判所（ＥＣＨＲ）に憲法法廷判事の選出プロセ

スの合法性を評価する権限を付与している限りにお

いて、ポーランド憲法に反すると判示した。本件につ

いては、本年７月にジョブロ法務大臣兼検事総長が

憲法法廷に審査を要求していた。

ダンニガン米国務次官補代理のポーランド訪問【１７

日】 

１７日、ダンニガン米国務次官補代理（中・東欧担

当）は、ポーランドを訪問し、大統領の外交政策顧問

であるツェルヴィンスキ氏が議長を務める大統領府

国際政策局と国家安全保障局の代表による会合に

出席した。同会合の主な議題は、ポーランドとベラ

ルーシの国境情勢と２０２２年のポーランドの欧州安

全保障協力機構（ＯＳＣＥ）議長国就任に関連するも

のであった。 

 

モラヴィエツキ首相とカーズィミー・イラク首相及びバ

ルザニ・クルド自治政府首相との電話会談【１８日】 

１８日、モラヴィエツキ首相は、カーズィミー・イラク

内    政 

外交・安全保障 

http://www.pl.emb-japan.go.jp/
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首相及びバルザニ・クルド自治政府首相と電話会談

を行った。会談では、ポーランドとベラルーシの国境

で、クルディスタン地域を中心とするイラクからの移

民がベラルーシ側で移動している状況が話題となっ

た。 

カーズィミー首相は、国民を帰国させるためにあら

ゆる支援と協力を約束するとともに、イラク領内から

ミンスクへの直行便は引き続き停止されるという情

報も伝達した。また、同首相は、ポーランドとの連帯

を表明し、イラクが国民の祖国復帰のためにあらゆ

る手段を講じることを約束した。 

バルザニ首相は、ＥＵの国境にたどり着いた人々

は、密輸業者の犠牲者であると強調した。同首相は、

組織犯罪集団が自らの利益のために国境情勢を利

用し、その結果、クルディスタンの名声を毀損してい

ると述べ、国境問題の人道的側面を強調した。これ

に対し、モラヴィエツキ首相は、ポーランドがベラ

ルーシ側の移民に対して繰り返し人道的支援を申し

出してきたと述べた。 

 

レンデルス欧州委員のポーランド訪問【１８日及び１

９日】 

 １８日及び１９日、レンデルス欧州委員（司法担当）

はポーランドを訪問し、ジョブロ法相、シマンスキＥＵ

問題担当大臣、グロツキ上院議長、バニャス最高監

査院長、ヴィオンツェク人権擁護官、マノフスカ最高

裁判所第一長官と会談した。 

ジョブロ法相は会談後、ポーランド法務省と欧州

委員会の間には法の支配とＥＵ加盟国間の平等に

関して大きな意見の隔たりがあったと述べ、司法制

度改革についても加盟国間の平等が認められなけ

ればならないと強調した。これに対して、レンデルス

委員は、法の支配問題について、ポーランドに対し

ても他の加盟国と同じ基準が適用されると反論した。 

シマノフスカ最高裁第一長官は、レンデルス委員

に対して、７月の欧州委による法の支配に関する報

告書は、事実との整合性がなく、偏った評価が含ま

れていると指摘した。 

また、レンデルス委員は、ポーランド議会下院の

司法・人権委員会及びＥＵ問題委員会にも出席し、

ポーランドの司法制度改革に対する深刻な懸念を改

めて表明するとともに、ポーランドが欧州司法裁判

所の判決に従うことを要請した。 

 

ドゥダ大統領とナウセーダ・リトアニア大統領との電

話会談【１８日】 

 １８日、ドゥダ大統領は、ナウセーダ・リトアニア大

統領と電話会談を行った。クモフ大統領府国際政策

局長官は、ポーランドとリトアニアの両国は、欧州史

上前例のないハイブリッド攻撃の犠牲となっており、

連帯して行動するために継続的に協議を行っている

と強調した。 

 

ドゥダ大統領の北マケドニア訪問【１９日】 

 １９日、ドゥダ大統領夫妻は、北マケドニアのスコピ

エを公式訪問した。同大統領は、ペンダロフスキ北マ

ケドニア大統領との会談の後、欧州のコミュニティと

北大西洋同盟の政治的支援によって、ベラルーシ国

境でのハイブリッド攻撃が早期に終結することを期

待していると述べた。また、同大統領は、ポーランド

と北マケドニアの連帯には長い歴史があると述べ、

ポーランドは、これまでも北マケドニアのＮＡＴＯ加盟

を政治的に支援してきており、これからもＥＵ加盟に

向けて支援を継続すると強調した。 

 

ドゥダ大統領とマクロン仏大統領との電話会談【１８

日】 

１８日、ドゥダ大統領は、マクロン仏大統領とＥＵの

東側国境の状況について電話会談を行った。同大

統領は、ポーランドに対する仏の支援に感謝すると

ともに、ポーランドが自国とＥＵの国境を断固として

守ることを表明した。また、両大統領は、ベラルーシ

側にいる移民数千名を支援するための様々なシナリ

オについても協議した。さらに、両大統領は、ルカ

シェンコ・ベラルーシ大統領が引き起こした危機につ

いて、両国が引き続き協議していくことを発表した。 

 

ラウ外相とイラン外相との電話会談【１８日】 

１８日、ラウ外相は、アブドラヒアン・イラン外相と

電話会談を行った。アブドラヒアン外相は、他の中東

諸国と同様に、いまだに続く新型コロナウイルス感染

症の流行問題を抱えるイランに対して、ポーランドが

１００万回分のワクチンを供与したことに謝意を表し

た。ラウ外相は、今回のワクチン供与は、１７世紀に

遡る友好関係によってポーランドが長年にわたって

結びついているイランとイラン人との連帯の表現で

あることを強調した。両外相は、国際的な問題として、

ポーランドとベラルーシの国境、アフガニスタンを含

む中東地域の情勢、包括的共同行動計画（ＪＣＰＯＡ）

交渉の状況などについても議論した。 

 

ヘインズ米国家情報長官のポーランド訪問【１９日】 

 １９日、ヘインズ米国家情報長官（ＤＮＩ）は、ポーラ

ンドを訪問し、モラヴィエツキ首相らと会談した。首相

府によると、同会談は、米国側の要請によって行わ

れたものであり、ＮＡＴＯ東側側面における緊密な安

全保障上の協力が必要であることで一致した。また、

同長官は、カミンスキ内務・行政大臣、ブワシュチャ

ク国防大臣とも会談を行ったほか、大統領府におい

ては、シュロト大統領室長とも会談した。ジャリン報

道官は、同長官の今次訪問について、中欧で発生し

た事案に対する米国行政府のコミットメントの現れで

あると指摘した。 
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欧州委による「法の支配コンディショナリティ」に関す

る書簡の発出【１９日】 

１９日、欧州委員会は、ポーランドとハンガリーに

対して、法の支配の状況について情報提供を要請す

る書簡を発出した。欧州委は、同書簡で提供を要請

した情報は、法の支配違反がある場合にＥＵ予算の

支払い停止を可能とする「法の支配コンディショナリ

ティ」を発動するために重要な情報となると述べた。

ポーランドは、同書簡について２か月以内に欧州委

に回答する必要がある。 

  

モラヴィエツキ首相のバルト諸国訪問【２１日】 

２１日、モラヴィエツキ首相は、リトアニア、ラトビア

及びエストニアを訪問し、各国首相とそれぞれ首脳

会談を行った。会談では、ベラルーシ国境の現状や、

ＥＵ諸国の共同活動の調整などについて話し合われ

た。同首相は、この問題はポーランドとの対立だけで

はなく、ＮＡＴＯとＥＵの東側国境を突破しようとする

試みであると強調し、バルト諸国との連帯を確認した。

また、同首相は、更なる攻撃や挑発に直面する中で

ＥＵとトランスアトランティック諸国は効果的な協力メ

カニズムを構築すべきであると主張した。さらに、同

首相は、移民問題は、大きな政治的危機の一部に

過ぎないと強調し、ロシアによるサイバー攻撃やエネ

ルギー危機を引き起こすことを目的としたガス価格

や供給の操作、ウクライナへのロシアの軍事的関与

の強化についても問題提起した。 

 

ラウ外相とマース独外相との電話会談【２２日】 

２２日、ラウ外相は、マース独外相と電話会談を

行った。会談の議題は、ＥＵの東側国境における現

在の危機であった。ラウ外相は、ベラルーシ当局に

対する首尾一貫した協調政策の必要性を強調した。

同外相は、そのようにしてこそ、地域全体の安全を

脅かす危険な危機的状況を恒久的に終わらせる

チャンスがあると強調した。 

 

ラウ外相のベラルーシに関するハイレベル会合出席

【２２日】 

２２日、ラウ外相は、シャレンベルク・オーストリア

首相がウィーンで開催したハイレベル会議に参加し

た。同会合は、同国におけるパンデミック対策のため、

ビデオ会議形式で行われた。会合の目的は、ベラ

ルーシの政治的危機を打開し、ベラルーシ当局と民

主的な野党との対話を開始し、ベラルーシを民主化

の道に戻すための可能な方法を議論することであっ

た。ラウ外相は、ポーランドとＥＵの主な目標は、引

き続きベラルーシの独立と主権の支持、ベラルーシ

国民の権利の保護、そして全政治犯の釈放であると

強調した。 

 

ラウ外相のルーマニア訪問【２３日】 

２３日、ラウ外相は、ルーマニアのブカレストを訪

問し、アウレスク外相と会談した。両外相は、ベラ

ルーシ国境の移民問題及び地域の安全保障への影

響について議論した。また、両外相は、ロシアによる

ウクライナへの介入に関する新たな情報を踏まえ、

ＮＡＴＯの東側諸国の行動の調整についても議論し

た。ラウ外相は、両国の緊密な関係と安全保障問題

やＮＡＴＯ東方からの脅威に対する共通の視点を強

調した。また、同外相は、ベラルーシ当局の政策を

変更するには、ＮＡＴＯからの協調的かつ一貫した圧

力が必要であると強調した。 

 

モラヴィエツキ首相のＶ４首脳会合への出席【２３日】 

２３日、モラヴィエツキ首相は、ハンガリーのブダ

ペストを訪問し、Ｖ４首脳会合に出席した。同首相は、

ベラルーシ国境の移民情勢に言及し、移民だけでな

く、エネルギーやサイバー攻撃にも関連する、現在

の多次元的な政治的危機に直面しているＮＡＴＯと

欧州諸国の連帯を強調した。また、同首相は、連帯

はＶ４のトレードマークであると述べ、チェコ、スロバ

キア、ハンガリーの首脳が、ポーランドに対する支持

を表明するだけでなく、ベラルーシ制裁への支持、Ｅ

Ｕによる国境保護のための資金提供、援助の申し出

などを行っていることに対して感謝の意を述べた。同

首相は、現在の危機をもっと広くとらえるべきだと指

摘し、ＣＯ２排出枠の価格高騰やガス価格の操作と

いったエネルギーの側面や偽情報、サイバー攻撃、

敵対的なプロパガンダの問題を提起した。 

 

モラヴィエツキ首相のクロアチア訪問【２３日】 

２３日、モラヴィエツキ首相は、クロアチアのザグレ

ブを訪問し、プレンコビッチ・クロアチア首相と会談し

た。会談では、欧州における現在の地政学的脅威に

焦点が当てられた。会談の主な議題は、ベラルーシ

国境における現状であった。同首相は、ベラルーシ

国境で対処しているのは、伝統的な移民危機だけで

はなく、中・東欧地域に深刻な不安定をもたらすため

に人が利用されているということであると述べた。 

 

モラヴィエツキ首相の仏訪問【２４日】 

２４日、モラヴィエツキ首相は、パリを訪問し、マク

ロン仏大統領と会談した。同首相は、会談の中で、

ポーランドとベラルーシのＥＵ国境の状況に関する懸

念について述べ、国境を守ることは、共同体を守るこ

とでもあると強調した。同時に、同首相は、仏をはじ

めとするＥＵのパートナーが、ＥＵの東側国境を守る

ためにポーランドが行っている活動に対して、連帯と

支援の言葉を述べたことに対する感謝の意を述べた。

会談では、ウクライナ周辺にロシア軍が集結してい

ることや欧州全体のガス価格上昇につながるガスに

よる脅迫についても議論された。また、同首相は、ロ

シアのプロパガンダ、ハッキング攻撃、フェイク・
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ニュースの拡散などの問題も提起し、これらの行動

に対して、ＥＵ全体の連帯に基づくアプローチという

対応を示すべきであると評価した。 

 

モラヴィエツキ首相のスロベニア訪問【２４日】 

２４日、モラヴィエツキ首相は、ＥＵ議長国を務める

スロベニアのリュブリャナを訪問し、ヤンシャ・スロベ

ニア首相と会談した。同首相は、我々が経験してい

る一連の危機は、欧州にとって試練の時であり、ＥＵ

として結束し、内部の争いや誤解ではなく、最も重要

なことに集中しなければならないと述べた。 

 

ドゥダ大統領とゼレンスキー・ウクライナ大統領との

電話会談【２４日】 

２４日、ドゥダ大統領は、ゼレンスキー・ウクライナ

大統領と電話会談を行った。会談では、両国の国境

および地域における安全保障問題を中心に議論さ

れた。 

 

ソロフ国家安全保障局長官とサリバン米大統領補佐

官との電話会談【２４日】 

２４日、ソロフ国家安全保障局（ＢＢＮ）長官は、サ

リバン米国家安全保障問題担当大統領補佐官と電

話会談を行った。会談では、現在の安全保障状況を

評価し、地域の安定性を高めることに繋がるベラ

ルーシ国境の危機やウクライナ周辺の状況に関連し

た軍事協力強化について議論された。サリバン補佐

官は、バイデン米大統領がポーランドの国境危機へ

の対応に連帯して支援することを表明した。ソロフ長

官は、ドゥダ大統領とポーランド政府が行っている危

機管理活動について説明した。

 

ベラルーシからの不法移民に関連する動向【１９～１

８日】 

 １８日、プラガ国境警備隊総司令官は、カミンスキ

内務・行政大臣の指示を受け、ベラルーシのラッポ

国家国境警備委員会委員長に対して、クジニツァ国

境通過地点における状況の安定化を求める書簡を

発出した。同書簡では、同地点における不法移民の

状況を１１月２１日までに安定化させるよう求めた上、

ベラルーシ側が要請に応じない場合、同国境を通過

する鉄道の運行を停止すると伝えた。 

 １９日、国境警備隊を始めとする当地治安機関は、

移民がクジニツァ国境通過地点及びその付近からい

なくなったと画像付きでツイートした。 

同日、ベラルーシのラッポ委員長は、上記書簡に

対する返答を行い、国境警備に当たるポーランド当

局に脅威を与える外国人は現在、クジニツァ国境通

過地点にはおらず、同地点付近に所在する輸送・物

流センターに滞在していると指摘した。 

 ２０日、ポドラスキエ県ハイヌフカ（Hajnowka）にお

いて、本問題にかかる抗議活動が行われた。本抗議

の主催者は、「女性会議協会」(KONGRES KOBIET)

とされ、同協会ドルノシロンスキエ県代表者は、本抗

議活動の目的について、難民支援問題に関心を

持ってもらうことにあると述べた。報道によると、こう

した抗議活動は本件で２回目であり、１回目は約１か

月前にポドラスキ県の国境警備隊本部前で実施さ

れ、元大統領夫人らが参加した。 

 ２１日、国境警備隊によると、ドゥビチェ・ツェルキエ

ブネ (Dubicze Cerkiewne)において、ベラルーシ当局

監視の下、攻撃的な外国人約１５０名による不法越

境の試みがあったという。国境警備隊がツイッターに

投稿した動画では、ベラルーシ当局がレーザーやス

トロボライトを使用している様子が確認できる。 

 ２２日、当地の情報機関を統轄する特務機関担当

大臣付のジャリン報道官は、記者会見を行い、ベラ

ルーシ当局によって連れてこられた移民がミンスク

から帰国していると述べる一方、状況は依然として

緊迫しており、ベラルーシ当局は未だに国境への攻

撃を組織することに関心を有していると指摘した上で、

国境の警備を緩和する予定はないと述べた。 

 ２３日、各種報道によると、ジャリン報道官は、ベラ

ルーシ国内には依然として約１０，０００人の移民が

滞在していると述べたとのことである。 

２４日、ジャリン報道官は、直近１年間において、

ロシアとベラルーシが両国の安全保障機関の協力

関係を強化する多くの協定や条約を締結したと指摘

し、本件不法移民問題に係るロシアの関与を強調し

た。 

 ２５日、国境警備隊報道官は、本年初めからこれま

での間、ベラルーシ国境において３７，０００件を超え

る不法越境の試みがあったと明らかにした。また、１

１月においては、これまでに８，０００件以上の試み

があったとのことである。 

 

危険物が送付される事案が発生【２１日】 

１９日、グロツキ上院議長は、爆発物が内包され

た荷物が脅迫文とともに同議長宛で上院に配達され

たと明らかにした。本事案は、警察及び国家警護局

（ＳＯＰ）にも通報されており、現在、警察において捜

査が進められているという。 

 

公安庁がロシア情報機関の協力者を拘束【２１日】 

１１月２１日、公安庁（ＡＢＷ）は、ロシア情報機関

である連邦保安庁（ＦＳＢ）の情報活動に協力しポー

ランドの利益を損ねたとして、６６歳のポーランド人男

性ラドスワフ・Ｓを拘束した。特務機関調整担当大臣

付のジャリン報道官によると、同男性は、本年５月に

ＡＢＷに拘束されたポーランド人男性マーチン・Ｋと

治    安    等 
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共謀していたという。同報道官は、ラドスワフ氏は容

疑を否認しているが、裁判所が同人に対して３か月

間の拘留を言い渡したと付言した。 

 

警察が中東出身の不法滞在者１４名を拘束【２４日】 

ドルノシロンスキエ県警察本部は、同県内に所在

する森林の中をさまよっていた中東出身者１４名を

不法滞在の容疑で拘束し、国境警備隊に引き渡した

と発表した。同人らは、ポーランド滞在に必要な書類

を有しておらず、警察官に発見された際には、何名

かが逃亡を試みたという。１４名のうち、１０名がイラ

ク人、４名がイラン人であり、全員がドイツを目指して

いたとのことである。 

 

下院、外国人法の改正案を採択【２２日】 

下院は、外国人の雇用を促進するための外国人

法の改正案を採択した。特に大きな変更点は、アル

メニア、ベラルーシ、ジョージア、モルドバ、ロシア、

ウクライナ国籍を有する外国人を対象とした雇用主

による雇用の意図宣言による特別な労働許可につ

いて、就労可能期間が現行の６か月から２４か月に

延長される点である。これにより、各県地方長官事

務所の負担が軽減されることが期待されている。た

だし、専門家は、同改正後もポーランド経済は労働

力不足に悩まされるであろうと指摘している（例えば、

約５万人のＩＴ人材が必要とされている）。 

 

ポーランドのＯＥＣＤ加盟２５周年記念イベント【２２日】 

２２日、ポーランドのＯＥＣＤ加盟２５周年記念イベ

ントがワルシャワ証券取引所にて開催された。同イ

ベントには、コーマンＯＥＣＤ事務総長、ノヴァク開

発・技術大臣、コシチンスキ財務大臣などが出席し

た。ノヴァク大臣は、加盟時にはＯＥＣＤ加盟国平均

の４０％であったポーランドの一人あたりＧＤＰは、現

在では約７０％にまで上昇し、ポーランドは中欧にお

ける経済成長のエンジンとなっていると述べた。また、

コーマン事務総長は、ポーランドはいかにして市場

経済への移行を図り、国際市場で競争力を確保する

かの成功例であると指摘した。 

滞在中、コーマン事務総長は、ドゥダ大統領、モラ

ヴィエツキ首相とも会談した。ドゥダ大統領との会談

では、ポーランド・ＯＥＣＤ関係、三海域イニシアティ

ブ（３ＳＩ）及びユーラシア競争力プログラムの下での

当該地域におけるＯＥＣＤの活動の拡大などが議論

された。また、ポーランドのＧ２０との協力強化への

支援を含む国際課題についても意見が交わされた。

モラヴィエツキ首相との会談では、エネルギー価格

の高騰、ロシアによる欧州へのガス供給の操作、投

資先としてのポーランドの魅力が主な議題として取り

上げられたほか、ポーランドがＯＥＣＤに加盟してか

ら２５年間の取組が総括された。 

 

インフレ対策パッケージの検討【２４日】 

コシチンスキ財務大臣は、今週インフレ対策パッ

ケージを発表予定であると述べ、同対策パッケージ

の大目標は最も脆弱な世帯を救済し、物価高騰の

影響を緩和することにあると強調した。また、対策

パッケージの一部は一時的な措置であるが、政府は、

インフレが一定の範囲内に収束するまでの十分な期

間、当該措置が適用されることを期待していると付

言した。報道によると、インフレ対策パッケージでは、

付加価値税率の変更やエネルギー関連の物品税の

引き下げなどが検討されているという。 

 

経済専門家によるポーランドのＧＤＰ成長率予測【２

０日】 

各銀行は、物価高騰及び利上げを踏まえ、ポーラ

ンドの２０２２年のＧＤＰ予測を下方修正している。

Pekao 銀行は５％から４％に、Alior 銀行は５．５％か

ら４．９％に予測を引き下げた。 

 

ズロチ安の進行に対する反応【２４日】 

グラピンスキ中央銀行総裁は、更なるズロチ安の

進行は同銀行の政策と一致しないと述べつつ、現在

のズロチ安は様々な要因によるものであるが、ポー

ランド経済の状況は非常に良好で有り、それが要因

でないことは明らかであるとした。その上で、パンデ

ミックが金融市場心理に引き続き影響を与えている

ことを忘れてはならず、最近の利上げはズロチに良

い影響を与えるはずであると付言した。ミレニアム銀

行の専門家は、ドル高の進行によりズロチ安が進ん

でいるが、ズロチ安の進行が当該地域の他国通貨

よりも早く進んでいることから、様々な要因の中でも

欧州委員会による国家復興計画の承認が遅れてい

ることが特に影響していると分析している。

 

ＰＫＰ・ＰＬＫ社の２０２２年の入札計画【２４日】 ポーランドの鉄道インフラの維持や近代化を担うＰ

ＫＰ・ＰＬＫ社は、国家復興計画の承認の遅れと新た

経    済 

経済政策 

マクロ経済動向・統計 

ポーランド産業動向 
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なＥＵ資金の支払いの見通しにより、問題を抱えてい

るとされる。同社は、本年中に１７０億ズロチ相当の

入札を発表する予定であったが、１０月末までに発

表した入札はわずか２３億ズロチであった。これによ

り、予定していた入札を２０２２年に移行する予定で

あり、資金調達が可能となれば、２２０億ズロチ相当

の入札が発表される可能性がある。この入札の遅延

により、２０２３～２０２４年頃の資金調達に穴が開く

可能性があり、それが請負業者の財政状態に脅威

をもたらすこととなる。 

 

 

エネルギー移行基金の適応範囲について、気候・環

境省と国有財産省が対立【１８日】 

当地紙ジェチポスポリタ紙は、気候・環境省が主

導する「エネルギー移行基金」の設立作業が進まな

いのは、同省と国有財産省との対立に起因すると報

じた。「エネルギー移行基金」は化石燃料を利用する

投資には原則として融資しないこととなっているが、

国有財産省は、その融資対象技術にクリーンコール

技術（ＩＧＣＣ、石炭ガス化等）を含めることを主張して

いるとされる。気候・環境省がこれに反対しているが、

国有財産省は、ポーランドのエネルギー安全保障を

確保するためには、クリーンコール技術を含めること

が必要だと主張しているという。また、同紙は、アジ

アの化学産業向けの石炭ガス化プロジェクトをリード

する主要国として日本を紹介している。 

 

当地シンクタンクによる石炭過剰生産に関する見通

し【２３日】 

当地シンクタンクのヤゲロン研究所は、ポーランド

の石炭鉱業の将来に関する報告書を作成した。報

告書では、分析された１２のシナリオ全てにおいて、

ポーランドは遅かれ早かれ石炭の過剰生産という問

題に直面することが提示された。本年５月に政府と

炭鉱労働組合の間で結ばれた社会協定は、石炭生

産の規模を拡大させる主な要因のひとつとなってい

る。最悪のシナリオ（社会協定を維持＋海外から安

価な石炭を大量に輸入＋急速なグリーン移行により

国内市場の需要減）では、ポーランドは早ければ２０

２２年に石炭の過剰生産に直面するという。石炭産

業にとって最良のシナリオ（需要が高い＋輸入なし）

では、２０３４年に石炭の過剰生産に陥るとのことで

ある。同報告書は、石炭の過剰生産により、国営の

炭鉱会社は貯蔵コストが増加し、経営を維持するた

めの公的支援が必要となると指摘している。 

 

ポーランドの原子力発電所に用いるウラン燃料【２３

日】 

気候・環境省は、原子力開発の初期段階において、

ポーランドに建設される原子力発電所のウラン燃料

の購入については、技術の取得と関連し、国営原子

力発電会社ＰＥＪが技術提供者との話し合いを主導

すると明らかにした。 また、ポーランドにはウラン鉱

床が複数あり、１９７０年代にそこでイエローケーキと

呼ばれるウラン精鉱を生産していたが、現在は海外

から購入する方が安価であると指摘した。小型モ

ジュール炉（ＳＭＲ）については、シントス・グリーン・

エナジー社とＧＥ日立・ニュークリア・エナジー社が燃

料供給の準備を開始し、世界最大の核燃料供給事

業者の１つであるカナダ CAMECO 社と交渉している。 

 

バイオガス・バイオメタン分野開発の協力協定に署

名【２３日】 

２３日、気候・環境省は、バイオガス及びバイオメ

タン分野の政府代表やステークホルダーとともに、

ポーランドにおける当該分野の開発を支援するため

の協力協定に署名した。当該協定の署名者は、気

候・環境省、財務・基金・地域政策省、農業・農村開

発省、教育科学省、再生可能エネルギー担当政府

全権委員などの政府機関、バイオガスやバイオメタ

ン分野に参画している投資家、金融機関、科学界の

代表者らである。この協定により、国内のバイオガス

発電所やバイオメタン発電所の建設・運用に向けた

サプライチェーンにおけるローカルコンテントが最大

化されるほか、経済面においては、当該市場の発展、

バイオガスやバイオメタンの幅広い利用などにもつ

ながるとされる。また、国内の当該分野をダイナミッ

クに発展するための取組を確実にするため、今後、

署名者間で協力に向けた常設のプラットフォームが

構成される。 

ジスカ気候・環境副大臣兼再生可能エネルギー担

当政府全権委員によると、現在、気候・環境省は、バ

イオガス・バイオメタン分野の発展を安定的に促進す

る最適な法制度を作ることを目的として、「再生可能

エネルギー源に関する法律」と「バイオコンポーネン

ト及び液体バイオ燃料に関する法律」の改正案を策

定している。本制度は、バイオガスの生産と精製、バ

イオメタンの生産、既存ガスネットワークの拡張・再

構築のための建設に関する意思決定を投資家に対

して効果的に促すものである。

エネルギー・環境 

大使館からのお知らせ 
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長期滞在を目的にシェンゲン協定域内国に渡航する際の注意 

最近、ドイツ以外のシェンゲン協定域内国に長期滞在を目的と申告した邦人が、経由地であるドイツでシェン

ゲン協定域内への入国審査を受ける際に入国管理当局から（１）最終滞在予定国の有効な滞在許可証、（２）ド

イツ滞在法第４条のカテゴリーＤ査証（ナショナル・ビザ）、又は（３）同Ｄ査証に相当する滞在予定国の長期滞

在査証の提示を求められ、これを所持していないために入国を拒否される事例が発生しております。 

 このため、現地に到着してからの滞在許可証取得を予定し、最初にドイツ入国を予定している場合には、注

意が必要です。 

 ドイツ以外の国では同様の事例は発生しておりませんが、シェンゲン協定域内国での長期滞在を目的に渡航

する場合には、滞在国及び経由国の入国審査、滞在許可制度の詳細につき、各国の政府観光局、我が国に

存在する各国の大使館等に問い合わせるなどし、事前に確認するようにしてください。詳しくは下記リンク先を

御覧ください。 

http://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_schengen_２.html 

（注）：シェンゲン協定とは、シェンゲン協定加盟国の域外から同加盟国域内に入る場合、最初に入域する国に

おいて入国審査が行われ、その後のシェンゲン協定域内の移動においては原則として入国審査が行われない

といった協定です。 

○シェンゲン協定域内国（２０２０年６月現在）：２６か国 

アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキ

ア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーラン

ド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン 

 

欧州でのテロ等に対する注意喚起 

欧州では、「イラク・レバントのイスラム国」（ＩＳＩＬ）の台頭以降、一般市民等のソフトターゲットを標的としたテ

ロが相次いで発生しており、今後も更なるテロの発生が懸念されます。 

観光客やイベント等を標的とするテロに警戒する必要があることに加え、イベント等の警備のため手薄となっ

た他の都市でのテロの実行も懸念されます。以上を踏まえ、以下のテロ対策をお願いします。 

１ 外務省が発出する海外安全情報及び現地報道等で最新の治安情勢等の関連情報の入手に努めるととも

に、日頃から注意を怠らないようにする。 

２ 以下の場所がテロの標的となりやすいことを十分認識する。 

観光施設、観光地周辺の道路、記念日・祝祭日等のイベント会場、レストラン、ホテル、ショッピング・モール、

スーパーマーケット、ナイトクラブ、映画館等人が多く集まる施設、教会・モスク等宗教関係施設、公共交通機

関、政府関連施設（特に軍、警察、治安関係施設）等。  

３ 上記２の場所を訪れる際には、周囲の状況に注意を払い、不審な人物や状況を察知したら速やかにその場

を離れる、できるだけ滞在時間を短くする等の注意に加え、その場の状況に応じた安全確保に十分注意を払う。 

４ 現地当局の指示があればそれに従う。特にテロに遭遇してしまった場合には、警察官等の指示をよく聞き

冷静に行動するように努める。 

５ 不測の事態の発生を念頭に、訪問先の出入口や非常口、避難の際の経路、隠れられる場所等についてあ

らかじめ入念に確認する。 

詳しくは下記リンク先を御覧ください。 

http://www.anzen.mofa.go.jp/ 

テロ・誘拐対策に関しては、以下も併せて参照してください。 

（１）パンフレット「海外へ進出する日本人・企業のための爆弾テロ対策 Q＆A」 

（パンフレットは、https://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pamph_03.html に掲載。） 

（２）パンフレット「海外旅行のテロ・誘拐対策」 

（パンフレットは、http://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pamph_10.html に掲載。） 

（３）ゴルゴ 13 の中堅・中小企業向け海外安全対策マニュアル 

（マニュアルは、http://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/golgo13xgaimusho.html に掲載） 

６ テロの類型別留意事項は以下のとおりです。 

【車両突入型テロ】 

●ガードレールや街灯などの遮へい物がない歩道などでは危険が増すことを認識する。 

●歩道を歩く際はできるだけ道路側から離れて歩く。 

【爆弾、銃器を用いたテロ】 

●爆発や銃撃の音を聞いたら、その場に伏せるなど直ちに低い姿勢をとり、頑丈なものの陰に隠れる。 

http://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_schengen_2.html
http://www.anzen.mofa.go.jp/
https://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pamph_03.html
http://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pamph_10.html
http://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/golgo13xgaimusho.html
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●周囲を確認し、可能であれば、銃撃音等から離れるよう、低い姿勢を保ちつつ速やかに安全なところに退

避する。閉鎖空間の場合、出入口に殺到すると将棋倒しなどの二次的な被害に遭うこともあるため、注意が

必要。 

●爆発は複数回発生する可能性があるため、爆発後に様子を見に行かない。 

【刃物を用いたテロ】 

●犯人との距離を取る。周囲にある物を使って攻撃から身を守る。 

【イベント会場、空港等の屋内でのテロ】 

●不測の事態の発生を念頭に、出入口や非常口、避難の際の経路等についてあらかじめ入念に確認する。 

●会場への出入りに際しては、混雑のピークを外し、人混みを避ける。 

●セキュリティが確保されていない会場の外側や出入口付近は危険であり、こうした場所での人混みや行列

は避けるようにする。空港等では、人の立入りが容易な受付カウンター付近に不必要に近寄ったり長居した

りすることはせず、セキュリティ・ゲートを速やかに通過する。 

●二次被害を防ぐため、周囲がパニック状態になっても冷静に行動するよう努める。 

 

「在留届」の提出及び「たびレジ」への登録のお願い 

３か月以上海外に滞在する方は在留届の提出を、３か月未満の場合は「たびレジ」への登録を必ず実施して

ください。共にオンラインでの提出・登録が可能です。渡航先の最新安全情報や、緊急時の大使館又は総領事

館からの連絡を受け取ることができます。また、家族や友人、職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておく

ようにしてください。 

また、「在留届」をご提出いただいた方におかれましては、ご帰国やお引っ越し、ご提出いただいた記載内容

に変更があった場合には、「変更届」や「帰国・転出届」の提出をお忘れなくお手続き下さい。 

下記リンク先から「在留届」の提出及び「たびレジ」に登録することができます。 

（在留届）  https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html 

（たびレジ） https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/ 

 

新型コロナウイルス感染症に関する注意喚起 

 新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ－１９）の感染が世界各地で報告されており、感染が報告された国々に

渡航していた方を介して、感染が更に拡大する可能性があります。 

ポーランドでも２０２０年３月４日に国内で初の同ウイルス感染者が認められて以降、感染者が増加し、同３

月２０日には、感染事態が宣言されました。同１０月２４日からポーランド全地域において、全ての公共の場で

マスク等を着用して口及び鼻を覆う義務が生じているほか、公共交通機関では搭乗できる人数が制限され、商

店等ではソーシャル・ディスタンスを取ることとなっています。幼稚園、保育園の活動に制限がありますが、各園

で対応が異なりますので、詳細は幼稚園、保育園に個別に御照会ください。２０２１年２月２７日から、公共の場

で口及び鼻を覆う際は、マスクのみが認められ、スカーフやマフラー、フェイスガード等で口などを覆うことは認

められなくなっています。現在、ポーランドでの感染状況は比較的落ち着いていますが、引き続きご留意くださ

い。マスク着用義務を履行しない者に対する取締りが行われる可能性もありますので、ご注意ください。 

ポーランド入国に際しては、新型コロナワクチンの接種証明の提示や「旅行者位置カード」への提出などが

求められるところ、詳細な情報についてはポーランド外務省や国境警備隊をご確認いただくほか、当館ＨＰにお

いても仮訳を掲載しております。ただし、日本国政府は、ポーランドに対する感染症危険情報レベル３（渡航中

止勧告）を発出しておりますので、ご留意ください。 

最新情報を収集すると共に、手洗いうがいの励行、咳や発熱が認められる人に安易に近づかない等、感染

予防に努めてください。また、同ウイルスの感染拡大に伴い、東洋人に対する風評被害が発生しているとの情

報もあるところ、ポーランド国内で被害に遭われた場合は、発生場所、日時等を含む可能な限り詳細な情報を

当館領事部に提供いただくようお願いいたします。 

外務省は本件に関し、広域情報を発出いたしました。在留届を提出した方及び「たびレジ」へ登録している方

には既にメールが配信されております。最新情報は、下記リンク先で御確認ください。 

https://www.anzen.mofa.go.jp/ 

 

領事部連絡先 

E メール：cons@wr.mofa.go.jp 

電話番号：22-696-5005（受付時間：月～金曜日 9:00～12:30、13:30～17:00） 

 

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/
https://www.anzen.mofa.go.jp/
mailto:cons@wr.mofa.go.jp
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マイナンバーカード取得のお願い 

 マイナンバーカードは、安全・安心で利便性の高いデジタル社会の基盤で、多様化・拡大する様々な手続・

サービスを個人が広く利用できるようにするために不可欠な本人確認ツールです。 

マイナンバーカードは、マイナンバーが記載された顔写真入り・ＩＣチップ付きのカードで、役所に行かなくても

日本国内のコンビニエンスストアで住民票の写しや課税証明書など各種の証明書を取得できるなど様々な利

点があり、２０２１年から一部の医療機関で健康保険証としても使えるようになっています。 

現時点では、日本国内に住民登録のない海外居住者は、マイナンバーカード及び電子証明書を取得・利用

することはできませんが、令和６年中に海外居住者もマイナンバーカード等の利用・取得・更新ができるように

なる見込みで、現在、在外公館におけるマイナンバーカードの交付等の方法も検討されています。 

マイナンバーカードの交付手数料は無料です。今後は、市区町村の申請窓口が混み合うことが予想されま

すので、帰国後速やかに取得申請を行って頂くよう、お願い申し上げます。 

 

年金受給者の現況届提出について 

海外に居住している年金受給者は、年金の支給を引き続き受けるために、毎年、現況届に在留証明書等の

生存確認ができる書類を添えて、日本年金機構（以下「機構」という。）へ提出いただく必要があります。しかし、

新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ－１９）の影響によって郵便の受付が停止されている海外の国・地域に居

住する年金受給者については、提出期限までに現況届を機構に提出することや機構から現況届様式を送付す

ることができなくなっています。 

このため、郵便の受付が停止されている海外の国・地域に居住する年金受給者（提出期限が令和２年２月

末日以降である者）については、それぞれの国・地域において郵便の受付が再開された３か月後までの間は、

現況届の提出がなくても年金の支払いを継続する取扱いになりました。詳細については、下記リンク先を御確

認いただくか、日本年金機構のねんきんダイヤルにお問い合わせください。 

ねんきんダイヤル： （８１）３－６７００－１１６５ 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202006/2020061001.html 

 

〔お知らせ〕大使館広報文化センター開館時間 

平日 ９:００ – １２:３０、１３:３０ – １７:００  

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、ご来館の際には所定の衛生条件に従っていただきます

ようお願い申し上げます。 

 

問合せ先：在ポーランド日本大使館広報文化センター（電話：  ２２-５８４-７３  ００  、Eメール： info-

cul@wr.mofa.go.jp、住所：Al. Ujazdowskie 51、 Warszawa） 

 

 

〔開催中〕 日本の浮世絵展 「北斎 旅の途中で・・・」【８月１３日（金）～１２月５日（日）】 

クラクフ国立博物館において、日本の浮世絵展「北斎 旅の途中で・・・」が開催されます。入場は有料です。 

開催場所：クラクフ市、Muzeum Narodowe w Krakowie, al. 3 Maja 1, Kraków 

詳細： https://mnk.pl/wystawy/hokusai-wedrujac 

 

〔開催中〕 展覧会「尽きない紙 越前和紙」【２０２１年１０月２６日（火）～２０２２年２月２３日（日）】 

クラクフの日本美術技術博物館Ｍａｎｇｇｈａにて、展覧会「尽きない紙 越前和紙」が開催されます。越前和紙

の歴史や作品等を紹介する展覧会です。入場は有料です。 

開催場所：クラクフ市、Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Marii Konopnickiej 26, Kraków 

詳細： https://manggha.pl/wystawa/niewyczerpany-papier  

 

〔開催中〕 展覧会「集団と個の狭間で－１９５０年代から６０年代の日本前衛美術」展【２０２１年１１月２５日

（木）～２０２２年３月１３日（日） 

国立芸術ギャラリー「ザヘンタ」にて、展覧会「集団と個の狭間で－１９５０年代から６０年代の日本前衛美術」

展が開催されます。戦後日本の前衛美術（アバンギャルド）を紹介する展覧会です。入場は有料です。 

主催：国立芸術ギャラリー「ザヘンタ」 

文化行事・大使館関連行事 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202006/2020061001.html
mailto:info-cul@wr.mofa.go.jp
mailto:info-cul@wr.mofa.go.jp
https://mnk.pl/wystawy/hokusai-wedrujac
https://manggha.pl/wystawa/niewyczerpany-papier
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開催場所：Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki （ワルシャワ市、plac Stanisława Małachowskiego 3） 

詳細： https://zacheta.art.pl/pl/wystawy/awangarda-japonska 

 

 

本資料は、ポーランドの政治・社会情勢を中心に、各種報道をとりまとめたものです。 

報道をベースにしておりますので、記載事項の信頼性については責任を負いかねます。 

記載事項は在ポーランド日本国大使館の見解を示すものではなく、 特定の団体・個人の利益を代表するもの

ではありません。 

 

皆様からの情報提供をお待ちしています 

大使館では、読者の皆様に幅広くポーランドの情報をお伝えするため、皆様からの情報をお待ちしています。社

会・生活情報やお勧めのイベント、困ったことなど、皆様に伝えたいと思われる情報があれば、下記のアドレスまで

御連絡ください。（営利目的など、内容によっては対応できかねる場合もありますので御了承ください。） 

 

【お問い合わせ・配信登録】 

本資料は、ポーランドに関心のある方であれば誰でも受け取ることができます。 「新たに配信を受けたい」、「送

付先Ｅメールアドレスを変更したい」、「配信を停止したい」等の依頼につきましては、下記のＥメールアドレスまで

御連絡ください。大使館ウェブサイト（http://www.pl.emb-japan.go.jp/index_j.htm）も併せて御覧ください。 

本資料に関する問い合わせ E メールアドレス（newsmail@wr.mofa.go.jp） 

mailto:在ポーランド日本国大使館newsmail@wr.mofa.go.jp

